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東北地方太平洋沖地震における地方公共団体間又は薬局間の 

医薬品等の融通について 

 

 

東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地における病院又は診

療所間での医薬品及び医療機器の融通についての取扱いについては、３月１８

日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬

品及び医療機器の融通について」により通知したところですが、地方公共団体

間又は薬局間での医薬品等の融通については下記のとおりですので、貴管下の

関係者に周知願います。 

 

記 

 

 今般のような、大規模な災害で通常の医薬品及び医療機器の供給ルートが遮

断され、需給が逼迫している中で、地方公共団体間で医薬品及び医療機器を融

通することは、薬事法違反ではなく、また、薬局間で医薬品を融通する場合に

おいても同様であること。 


